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事務事業概要書

事業概要

　地方自治法法定受託事務として公職選挙法等の規定に基づき、国政選挙（衆議院議員総
選挙・最高裁判所裁判官国民審査、参議院議員通常選挙）及び地方選挙（県議会議員及び
県知事選挙）を適正に管理執行します。
　公職選挙法等の規定に基づき、市議会議員及び市長選挙を適正に管理執行します。
　令和４年は７月に参議院議員通常選挙、１０月末に茅ヶ崎市長選挙を施行します。ま
た、令和５年度当初に統一地方選挙を執行するため神奈川県知事選挙の期日前投票を５年
３月末から開始します。

事務事業名

選挙事務の打ち合わせ
ポスター掲示場借用・設置・撤去
選挙人名簿の調製
投票所入場整理券の作成・発行

8月 9月
10
月

4月 5月

選挙事務全般の課題等の検証

各種選挙の管理執行事務

部名 課かい名 選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局

選挙啓発・選挙公報の発行
投票管理者及び職務代理者、立会人の選任
開票管理者（選挙長）、職務代理者、立会人の選任
投票所及び開票所事務従事者の委嘱
期日前投票及び不在者投票の実施
選挙運動の管理
選挙当日の投・開票事務の実施
立候補届出受付事務
選挙会の実施
当選告知書の送付及び当選証書の付与



根拠法令
抜粋

・地方自治法
第２条第９項第１号に規定する第一号法定受託事務（衆議院議員又は参議院議員の選挙、
最高裁判所裁判官国民審査）
第２条第９項第２号に規定する第二号法定受託事務（県議会議員又は県知事の選挙）
第１８６条　選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該
普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。
・公職選挙法
第５条　この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議
院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が
管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又
は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議
員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。
第２７５条　この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のう
ち、次に掲げるものは、地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務と
する。
三　衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
２　この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲
げるものは、地方自治法第２条第９項第２号に規定する第２号法定受託事務とする。
一　都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
・最高裁判所裁判官国民審査法
第５７条　この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方
自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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